
No.4【(主)水戸鉾田佐原線】

安全を確保するための歩道が設

置されていない。

【対策内容】

歩道，路肩等要望⇒R4年度グ

リーンベルトを設置済

No.5【市道・正門前交差点】
出勤の車，送迎の車，スクールバ

ス，徒歩児童が交錯し危険。

【対策内容】

再確認検討

No.6【市道（麻）1238号線】

道路が狭く通行量が多いため危険。

【対策内容】

イメージハンプ等の路面標示検討。

スクールゾーン設定検討。

No.7【市道（麻）606号線・橋門青少年会館前】

スクールバス停留所へ徒歩で向かう道中，国道から市道

へ左折する車両が減速しない（玉造方面から麻生方面へ

向かう車両）ため，危険を感じる。

【対策内容】

【総務課】市道側への安全看板設置（済）

【道路管理者】道路と施設の境界が不明なため，境界確

認後に更なる対策案を検討する

No.3【(主)水戸鉾田佐原線】

麻生東小方面に抜ける時の横断歩

道がなく，通る車の速度が速い

【対策内容】

再検討（横断歩道設置個所，通学

路の変更等）

No.8新規【市道・船子42付近】

見通しが非常に悪い十字路で交通

量が多い

【対策内容】

道路の整備・一時停止の設定

No.2新規【県道185号繁昌潮来線】

スクールバスの乗降場所になっているが、

車の行き来が激しく、また、坂の頂上付

近の為スピードが上がっている車が多い。

そのため、児童の横断には危険がある。

【対策内容】

信号付きの横断歩道の設置

・左手手前のエスケープゾーンにスクー

ルバスの乗降場所

・児童は横断してこの場所に集まる。

NO.1【市道（北）105号線】

幅員が狭く通行量が多いため，通

行に支障がある。

【対策内容】

草刈り・樹木伐採，道路改良（対

応中）

No.1【市道（北）105号線】

道幅が狭くカーブであるため，

通行に支障がある。

【対策内容】

道路改良（対応中）

No.11【県道50号水戸神栖線】

見通しも悪く，交通量が多いので

横断するのに危険。

【対策内容】

信号機設置要望

No.9【市道797号線】

児童が徒歩で通学しているが，

道幅が狭く，登校時間帯に車

の通行量が多く危険である。

【対策内容】

歩道の整備

No.10新規【国道354号線】

歩道に段差２センチ程度の段差

があるため、自転車のタイヤが

引っかかり滑って転倒した。

【対策内容】

生徒への注意喚起


